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海
部
南
部
水
道
企
業
団
制
限
付
一
般
競
争
入
札
実
施
要
領

改
正

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日
要
領
第

一

号

改
正

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
要
領
第

四

号

改
正

平
成

二
十

七
年

四
月

一
日

要

領
第

一

号

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
要
領
は
、
海
部
南
部
水
道
企
業
団
が
発
注
す
る
建
設
工
事
（
建
設
業
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
を
い
う
。
以
下
「
工
事
」
と
い

う
。
）
の
入
札
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
百
六
十
七
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
る
資
格
を
定
め
て
行
う
一
般
競
争
入
札
（
以

下
「
制
限
付
一
般
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
海
部
南
部

水
道
企
業
団
契
約
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
海
部
南
部
水
道
企
業
団
規
則
第
六
号
。
以
下
「
契
約

規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

電
子
入
札
の
場
合
の
取
扱
い
は
、
海
部
南
部
水
道
企
業
団
電
子
入
札
実
施
要
領(

平
成
二
十
七
年

海
部
南
部
水
道
企
業
団
要
領
第
一
号
。
以
下
「
電
子
入
札
実
施
要
領
」
と
い
う
。)

の
規
定
を
優

先
す
る
も
の
と
す
る
。

（
対
象
工
事
）

第
二
条

制
限
付
一
般
競
争
入
札
の
対
象
と
な
る
工
事
（
以
下
「
対
象
工
事
」
と
い
う
。
）
は
、
設

計
金
額
が
三
千
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
工
事
の
性
質
、
目
的
そ
の
他
特
別
な
理

由
に
よ
り
制
限
付
一
般
競
争
入
札
に
す
る
こ
と
が
適
さ
な
い
と
企
業
長
が
認
め
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

平
成
二
十
年

二
月
二
十
七
日

要

領

第 
 

二 
 

号

2

（
入
札
の
公
告
）

第
三
条

制
限
付
一
般
競
争
入
札
の
公
告
は
、
契
約
規
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
部
南
部

水
道
企
業
団
公
告
式
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
海
部
南
部
水
道
企
業
団
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
掲
示
場
に
掲
示
す
る
方
法
に
よ
り
公
告
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
総
務
課
窓
口
に
お
い
て
閲
覧
で
き
る
も
の

と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
概
要
を
新
聞
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
参
加
資
格
）

第
四
条

制
限
付
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

二

海
部
南
部
水
道
企
業
団
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

対
象
工
事
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
愛
知
県
か
ら
指
名
停
止
措

置
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
工
事
の
種
類
又
は
性
質
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

対
象
工
事
の
種
類
に
係
る
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

二

対
象
工
事
の
種
類
に
係
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
る
経
営
事
項
審

査
結
果
の
総
合
数
値
が
一
定
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

建
設
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
本
店
又
は
支
店
営
業
所
が
愛
知
県
内
に

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

対
象
工
事
と
同
種
工
事
の
施
工
実
績
が
あ
る
こ
と
。

五

対
象
工
事
に
配
置
を
予
定
す
る
主
任
技
術
者
、
現
場
代
理
人
及
び
監
理
技
術
者
が
適
正
で
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あ
る
こ
と
。

六

対
象
工
事
に
対
応
す
る
建
設
業
法
に
基
づ
く
許
可
業
種
に
つ
き
、
許
可
を
有
し
て
か
ら
営

業
年
数
が
五
年
以
上
あ
る
こ
と
。

七

電
子
入
札
の
場
合
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
を
行
っ
た
も
の
と
す
る
。

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
企
業
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
入
札
参
加
資
格
審
査
委
員
会
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
事
項
を
審
査
す
る
た
め
、
海
部
南
部
水
道
企
業
団
入
札
参
加
者
資
格
審
査

委
員
会
（
以
下
「
審
査
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

一

入
札
参
加
資
格
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

２

審
査
委
員
会
は
、
海
部
南
部
水
道
企
業
団
工
事
等
指
名
業
者
審
査
委
員
会
要
綱
（
昭
和
五
十

七
年
海
部
南
部
水
道
企
業
団
要
綱
第
一
号
）
に
規
定
す
る
海
部
南
部
水
道
企
業
団
工
事
等
指
名

業
者
審
査
委
員
が
こ
れ
を
兼
ね
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
参
加
資
格
の
設
定
）

第
六
条

対
象
工
事
を
所
管
す
る
課
長
（
以
下
「
担
当
課
長
」
と
い
う
。
）
は
、
一
般
競
争
入
札
参

加
資
格
設
定
調
書
（
様
式
第
一
号
）
を
作
成
し
、
審
査
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

入
札
参
加
資
格
は
、
審
査
委
員
会
の
審
議
を
経
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
共
同
企
業
体
方
式
に
よ
り
発
注
す
る
場
合
の
取
扱
い
）

第
七
条

共
同
企
業
体
方
式
に
よ
り
発
注
す
る
場
合
は
、
そ
の
適
否
及
び
構
成
員
数
に
つ
い
て
、

審
査
委
員
会
の
審
査
を
経
て
、
企
業
長
が
決
定
す
る
。

２

共
同
企
業
体
方
式
に
よ
り
発
注
す
る
場
合
の
入
札
参
加
資
格
は
、
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
構

成
員
及
び
共
同
企
業
体
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
定
め
る
。

３

共
同
企
業
体
の
結
成
方
法
は
、
入
札
参
加
を
希
望
す
る
者
が
自
主
的
に
結
成
す
る
自
主
結
成

4

方
式
と
し
、
対
象
工
事
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
対
象
工
事
の
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成

員
を
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

次
条
に
規
定
す
る
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
は
、
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
か

ら
提
出
さ
せ
る
も
の
と
し
、
単
体
企
業
か
ら
の
申
請
は
認
め
な
い
も
の
と
す
る
。

（
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
）

第
八
条

制
限
付
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
期
限
ま
で
に
一
般
競
争

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
様
式
第
二
号
。
以
下
「
入
札
参
加
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

入
札
参
加
申
請
書
は
、
総
務
課
で
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。

３

入
札
参
加
申
請
書
は
、
公
表
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４

電
子
入
札
の
場
合
は
、
入
札
参
加
申
請
書
の
提
出
と
併
せ
て
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
の
登
録

を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
入
札
参
加
資
格
の
確
認
）

第
九
条

担
当
課
長
は
、
提
出
さ
れ
た
入
札
参
加
申
請
書
に
基
づ
き
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格

者
審
査
調
書
（
様
式
第
三
号
）
及
び
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
者
一
覧
表
（
様
式
第

四
号
）
を
作
成
し
、
審
査
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
査
委
員
会
は
、
提
出
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
き
、
入
札
参
加
資
格
の
有
無
に
つ
い
て
の
確
認

を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
入
札
参
加
資
格
の
確
認
結
果
の
通
知
）

第
十
条

企
業
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
確
認
し
た
入
札
参
加
資
格
の
有
無
に
つ
い
て
の
結
果

を
、
入
札
参
加
申
請
書
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
、
一
般
競
争
入
札
参
加

資
格
確
認
結
果
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
子
入

札
の
場
合
は
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。(

紙
入
札
の
承
認
を
受
け
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た
場
合
は
除
く
。)

（
入
札
参
加
資
格
が
無
い
と
認
め
た
者
へ
の
理
由
の
説
明
）

第
十
一
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
が
無
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
通
知
の
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
、
書
面
（
様
式
第
六
号
）
を
も
っ
て
企
業
長
に
説
明
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

企
業
長
は
、
前
項
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
最
終
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
以

内
に
、
書
面
（
様
式
第
七
号
）
を
も
っ
て
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。

３

企
業
長
は
、
審
査
委
員
会
の
審
査
を
経
て
、
説
明
を
求
め
た
者
に
入
札
参
加
資
格
が
あ
る
と

認
め
た
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
取
り
消
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
回
答
と
併

せ
て
、
改
め
て
入
札
参
加
資
格
の
あ
る
旨
の
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
設
計
図
書
等
の
閲
覧
等
）

第
十
二
条

対
象
工
事
に
係
る
設
計
書
、
設
計
図
面
及
び
仕
様
書
（
以
下
「
設
計
図
書
等
」
と
い

う
。
）
の
確
認
は
、
閲
覧
又
は
貸
出
し
に
よ
る
も
の
と
し
、
期
間
及
び
場
所
等
に
つ
い
て
は
、

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
現
場
説
明
会
）

第
十
三
条

現
場
説
明
会
は
、
企
業
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
日
時
及
び
場
所
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

（
設
計
図
書
等
に
対
す
る
質
疑
及
び
回
答
）

第
十
四
条

設
計
図
書
等
に
対
す
る
質
疑
及
び
回
答
は
質
疑
・
回
答
書
（
様
式
第
八
号
）
に
よ
る

も
の
と
し
、
質
疑
・
回
答
書
の
提
出
期
間
、
提
出
場
所
及
び
回
答
の
閲
覧
期
間
、
閲
覧
場
所
に

つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
保
証
金
）

6

第
十
五
条

制
限
付
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
契
約
規
則
第
九
条
の
規
定
に

よ
る
入
札
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

制
限
付
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
契
約
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
該
当

す
る
と
き
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
の
執
行
）

第
十
六
条

企
業
長
は
、
入
札
の
執
行
に
先
立
ち
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
結
果
通
知
書

の
写
し
を
入
札
参
加
者
に
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
子
入
札
の
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。(

紙
入
札
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
除
く
。)

２

企
業
長
は
、
第
一
回
の
入
札
に
際
し
、
工
事
費
内
訳
書
を
入
札
参
加
者
に
提
出
さ
せ
る
も
の

と
す
る
。

（
入
札
の
無
効
）

第
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

一

契
約
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

二

公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
無
い
者
及
び
虚
偽
の
申
請
を
行
っ

た
者
の
し
た
入
札

三

契
約
規
則
第
十
六
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
入
札

四

入
札
参
加
資
格
が
有
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
確
認
後
、
指
名
停
止
措
置

を
受
け
る
等
、
入
札
時
点
に
お
い
て
入
札
参
加
資
格
の
無
い
者
の
し
た
入
札

五

電
子
入
札
の
場
合
は
、
電
子
入
札
実
施
要
領
第
十
四
条
に
該
当
す
る
場
合

（
入
札
結
果
の
公
表
）

第
十
八
条

入
札
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
海
部
南
部
水
道
企
業
団
工
事
等
入
札
結
果
公
表
要

領
（
昭
和
五
十
七
年
海
部
南
部
水
道
企
業
団
要
領
第
三
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
契
約
保
証
金
）
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第
十
九
条

落
札
者
は
、
契
約
規
則
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

落
札
者
が
、
契
約
規
則
第
三
十
一
条
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又

は
一
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
二
十
条

こ
の
要
領
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な
事
項
は
、
企
業
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 

 

附

則
（
平
成
二
十
一
年
要
領
第

一

号
）

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 

 

附

則
（
平
成
二
十
四
年
要
領
第

四

号
）

こ
の
要
領
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
七
年
要
領
第

一

号
）

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


